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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

（
納
税
証
明
書
の
交
付

手
数
料
）
 

第
１
８
条
の
４
 
法
第
２
０
条
の
１
０
の
納
税
証
明
書
の
交
付
（
法
第
３
８
２
条
の

４
に
規
定
す
る
当
該
証
明
書
に
住
所
に
代
わ
る
事
項
の
記
載
を
し
た
も
の
の
交
付

を
含
む
。
）
の
手
数
料
は
、
江
差
町
手
数
料
条
例
（
平
成
１
６
年
江
差
町
条
例
第

６
号
）
の
規
定
に
よ
る
。
 

第
１
８
条
の
４
 
法
第
２
０
条
の
１
０
の
納
税
証
明
書
の
交
付
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
手
数
料
は
、
江
差
町
手
数
料
条
例
（
平
成
１
６
年
江
差
町
条
例
第

６
号
）
の
規
定
に
よ
る
。
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準

）
 

第
３
３
条
 
（
略
）
 

第
３
３
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
３
６
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
確
定
申
告
書
に
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
施
行

規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定

配
当
等

に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の

翌
年

の
４

月
１
日

の
属
す
る
年
度
分
の
特
定
配

当
等
申

告
書
（
町
民
税
の
納
税
通
知

書
が

送
達

さ
れ

る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次

に
掲
げ

る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ
。
）
に
特
定
配
当
等
に

係
る
所

得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ

の
他

施
行

規
則

に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ

る
と
き

（
特
定
配
当
等
申
告
書
に
そ

の
記

載
が

な
い

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
理
由

が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と

き
を

含
む

。
）

は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係

る
所
得

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な

い
。

た
だ

し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告

書
及
び

第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が

い
ず

れ
も

提
出

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
申

告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案
し
て
、
こ
の
項
の
規
定

を
適
用

し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
町

長
が

認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

（
１
）
 
第
３
６
条
の
２
第

１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
 

（
２
）
 
第
３
６
条
の
３
第

１
項
に

規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同

項
の

規
定

に
よ
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

り
前
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ

る
場
合
に

お
け
る

当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
前
項
の
規
定
は
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
３
６
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す

る
確
定
申
告
書
に
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

６
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定

株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得

が
生

じ
た

年
の
翌

年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年

度
分
の

特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額

申
告

書
（

町
民

税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

れ
る
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次
に
掲

げ
る

申
告

書
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ

。
）
に
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金

額
に

係
る

所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項

そ
の
他

施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の

記
載

が
あ

る
と

き
（
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得

金
額
申

告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ

と
に

つ
い

て
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と

町
長
が

認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
は

、
当

該
特

定
株

式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る

所
得
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。
た
だ
し
、

第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及

び
第
２

号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず

れ
も

提
出

さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

申
告
書

に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他

の
事

情
を

勘
案

し
て
、
こ
の
項
の
規
定
を
適

用
し
な

い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
町

長
が

認
め

る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
第
３
６
条
の
２
第

１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
 

（
２
）
 
第
３
６
条
の
３
第

１
項
に

規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同

項
の

規
定

に
よ

り
前
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ

る
場
合
に

お
け
る

当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式

等
譲
渡
所
得

割
額
の

控
除
）
 

第
３
４
条
の
９
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
第
３
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
確
定

第
３
４
条
の
９
 
所
得
割
の

納
税
義

務
者
が
、
第
３
３
条
第
４
項

に
規

定
す

る
特
定
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

申
告
書
 
 
 
 
 
 
に
記
載
し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
 
 
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り

配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
又
は
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
同
節
第
６
款
の
規

定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割
額
又
は

当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
５
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
３
４
条
の

３
及
び
前
３
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

配
当
等
申
告
書
に
記
載

し
た
特
定
配

当
等
に

か
か
る

所
得
の
金
額

の
計
算
の

基
礎

と
な
つ
た
特
定
配
当
等
の
額

に
つ
い

て
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款

の
規

定
に

よ
り

配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合

又
は
同

条
第
６
項
に
規
定
す
る
特
定

株
式

等
譲

渡
所

得
金
額
申
告
書
に
記
載
し
た

特
定
株

式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る

所
得

の
金

額
の

計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
特
定

株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
同

節
第

６
款

の
規

定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得

割
額
を

課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該

配
当

割
額

又
は

当
該
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額

に
５
分

の
３
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

、
第

３
４

条
の

３
及
び
前
３
条
の
規
定
を
適

用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控

除
す

る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
べ
き
額
で
同
項
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
金
額
は
、
令
第
４
８
条
の
９
の
３
か
ら
第
４
８
条
の
９
の
６
ま
で
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
納
税
義
務
者
に
対
し
そ
の
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
金
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
納
税
義
務
者
の
同
項
の
確
定
申
告
書
に
係
る

年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
道
民
税
若
し
く
は
町
民
税
に
充

当
し
、
若
し
く
は
当
該
納
税
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充
当
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ

る
べ
き
額
で
同
項

の
所
得
割

の
額
か
ら

控
除
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
金
額
が
あ

る
と
き

は
、
当

該
控
除
す
る

こ
と
が
で

き
な

か
つ
た
金
額
は
、
令
第

４
８
条
の
９

の
３
か

ら
第
４

８
条
の
９
の

６
ま
で
に

定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同

項
の
納
税
義

務
者
に

対
し
そ

の
控
除
す
る

こ
と
が
で

き
な

か
つ
た
金
額
を
還
付
し

、
又
は
当
該

納
税
義

務
者
の

同
項
の
申
告

書
に
係
る

年
度

分
の
個
人
の
道
民
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若
し
く
は
町
民
税
に
充

当
し
、
若
し
く
は
当
該
納
税

義
務
者

の
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
充

当
す

る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
町
民
税
の
申
告
）
 

（
町
民
税
の
申
告
）
 

第
３
６
条
の
２
 
第
２
３
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま
で
に

施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者

第
３
６
条
の
２
 
第
２
３
条
第
１
項
第

１
号
に
掲
げ

る
者
は
、
３

月
１
５
日

ま
で

に

施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式

（
別
表
）

に
よ
る
申
告

書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
３
１
７

条
の
６
第
１

項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公

的
年
金
等

支
払
報
告
書

を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

か
ら
、
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る

者
で
、
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を

有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
４
８
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、

地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の
納

税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
第
１
０
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

で
控
除
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
３

１
４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑

損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３
条
第
８
項
に
規
定
す

る
純
損
失
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の

金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
３
４
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
控
除

す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
」
と
い
う
。
）
の
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以

外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
２
４
条
第
２
項
に
規
定
す

る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
(
2
)
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

か
ら
、
１
月
１
日
現
在

に
お
い
て
給

与
又
は

公
的
年

金
等
の
支
払

を
受
け
て

い
る

者
で
、
前
年
中
に
お
い

て
給
与
所
得

以
外
の

所
得
又

は
公
的
年
金

等
に
係
る

所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な

か
つ
た
も
の

（
公
的

年
金
等

に
係
る
所
得

以
外
の
所

得
を

有
し
な
か
つ
た
者
で
社

会
保
険
料
控

除
額
（

令
第
４

８
条
の
９
の

７
に
規
定

す
る

も
の
を
除
く
。
）
、
小

規
模
企
業
共

済
等
掛

金
控
除

額
、
生
命
保

険
料
控
除

額
、

地
震
保
険
料
控
除
額
、

勤
労
学
生
控

除
額
、

配
偶
者

特
別
控
除
額

（
所
得
税

法
第

２
条
第
１
項
第
３
３
号
の
４
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法

第
３
１
４
条
の
２
第
４
項
に

規
定
す

る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は

こ
れ

ら
と

併
せ

て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医

療
費
控

除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３

条
第

８
項

に
規

定
す
る
純
損
失
金
額
の
控
除

、
同
条

第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失

若
し

く
は

雑
損

失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
３
４

条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項

の
規

定
に

よ
り

控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ

の
条
に

お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除

」
と

い
う

。
）

の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「

給
与

所
得

等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か

つ
た
者

」
と
い
う
。
）
及
び
第
２
４

条
第

２
項

に
規

定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
(
2
)
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で

な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
町
長
に
提
出
す
べ
き
者
の
う
ち
、
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
基
礎
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
及
び
扶
養
控
除
額
の
合
計
額
以
下
で

あ
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
町

長
に
提
出
す

べ
き
者
の
う

ち
、
前
年

の
合

計

所
得
金
額
が
基
礎
控
除
額
、

配
偶
者
控

除
額
及
び
扶

養
控
除
額
の
合
計
額
以
下
で

あ
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条

の
２
第
１

項
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

が
提
出
す
べ
き
申
告
書
の
様
式
は
、
施
行
規
則
第
２
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
、
町
長
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
 

が
提
出
す
べ
き
申
告
書

の
様
式
は
、

施
行
規

則
第
２

条
第
４
項
た

だ
し
書
の

規
定

に
よ
り
、
町
長
の
定
め
る
様

式
に
よ

る
。
 

３
～
９
 
（
略
）
 

３
～
９
 
（
略
）
 

第
３
６
条
の
３
 
（
略
）
 

第
３
６
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
施
行
規
則

第
２
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
３
１
７
条
の

２
第
１
項
各
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
事
項
に
相
当
す
る
も
の
及
び
次
項
の
規

定
に
よ
り
付
記
さ
れ
た
事
項
は
、
前
条
第
１
項
又
は
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
本
文
の
場
合
に
は
、
当
該

確
定
申
告
書
に
記

載
さ
れ
た

事
項
（
施

行
規
則

第
２
条
の
３
第
１
項
に

規
定
す
る
事

項
を
除

く
。
）

の
う
ち
、
法

第
３
１
７

条
の

２
第
１
項
各
号
又
は
第

３
項
に
規
定

す
る
事

項
に
相

当
す
る
も
の

及
び
次
項

の
規

定
に
よ
り
附
記
さ
れ
た

事
項
は
、
前

条
第
１

項
又
は

第
３
項
か
ら

第
５
項
ま

で
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載

さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
第
１
項
本
文
の
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
確
定
申
告

書
に
施
行
規
則
第
２
条
の
３
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
本
文
の
場
合
に
は
、
確

定
申
告
書
を
提
出

す
る
者
は

、
当
該
確

定
申
告

書
に
施
行
規
則
第
２
条

の
３
第
２
項

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を
附
記

し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
 
 
）
 

第
３
６
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
町
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
３
６
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
１

９
４
条
第
１

項
の
規
定
に

よ
り
同
項

に
規

定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
町

内
に
住
所

を
有
す
る
も

の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に

規
定
す
る

給
与
等
の
支

払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う

。
）
か
ら

毎
年
最
初
に

給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で

定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与

支
払
者
を

経
由
し
て
、

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
３
１
３
条

第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る

給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該

当
す
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所
得
金
額
が
１
３
３
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
 

（
新
設
）
 

（
３
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
（
略
）
 

（
４
）
 
（
略
）
 

（
３
）
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
 
 
）
 

第
３
６
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て

同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の

支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所

得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
５
３
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所

得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
２
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る

第
３
６
条
の
３
の
３
 
所
得

税
法
第

２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規

定
に

よ
り

同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
者

又
は
法
の
施

行
地
に
お

い
て

同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所

得
税
法

第
２
０

３
条
の
７
の

規
定
の
適

用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い

て
「
公

的
年
金
等
」

と
い
う
。

）
の

支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

所
得
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的

年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
町
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書

の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）

か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年

金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
町
内

に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、

当
該

申
告

書
の

提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所

得
税
法

第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に

規
定

す
る

公
的

年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）

か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金

等
の
支

払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で

に
、

施
行

規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
を

、
当

該
公

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し

て
、
町

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

（
新
設
）
 

（
３
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
（
略
）
 

（
４
）
 
（
略
）
 

（
３
）
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
法
人
の
町
民
税
の
申
告
納
付
）
 

（
法
人
の
町
民
税
の
申

告
納
付
）
 

第
４
８
条
 
（
略
）
 

第
４
８
条
 
（
略
）
 

２
～
１
６
 
（
略
）
 

２
～
１
６
 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
７
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
６
２
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人

は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法

人
の
町
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
６
２

項
及
び
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
も
の

１
７
 
法
第
３
２
１
条
の
８

第
６
０

項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で

あ
る

内
国

法
人

は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

、
納
税

申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と

さ
れ

て
い

る
法

人
の
町
民
税
の
申
告
に
つ
い

て
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
同

条
第

６
０

項
及
び
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記

載
す

べ
き

も
の
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

と
さ
れ
て
い
る
事
項
（
次
項
及
び
第
１
９
項
に
お
い
て
「
申
告
書
記
載
事
項
」
と

い
う
。
）
を
、
法
第
７
６
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
（
第
１
９
項
に
お
い
て
「
機

構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法
に
よ
り
町
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

と
さ
れ
て
い
る
事
項
（

次
項
及
び
第

１
９
項

に
お
い

て
「
申
告
書

記
載
事
項

」
と

い
う
。
）
を
、
法
第
７

６
２
条
第
１

号
に
規

定
す
る

地
方
税
関
係

手
続
用
電

子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し

、
か
つ
、
地

方
税
共

同
機
構

（
第
１
９
項

に
お
い
て

「
機

構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方

法
に
よ
り
町
長
に
提
供
す
る

こ
と
に
よ
り
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

１
８
～
２
２
 
（
略
）
 

１
８
～
２
２
 
（
略
）
 

２
３
 
第
２
０
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法
第
３

２
１
条
の
８
第
７
１
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
以
後
の
第
２
０
項
前
段

の
期
間
内
に
行
う
第
１
７
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
２
０
項
前
段
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
前
段
の
承
認

を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
３
 
第
２
０
項
前
段
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
い
る

内
国
法
人

に
つ
き
、

法
第
３

２
１
条
の
８
第
６
９
項
の
処

分
又
は

前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ

つ
た

と
き

は
、

こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書

の
提
出

が
あ
つ
た
日
の
翌
日
以
後
の

第
２

０
項

前
段

の
期
間
内
に
行
う
第
１
７
項

の
申
告

に
つ
い
て
は
、
第
２
０
項
前

段
の

規
定

は
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

内
国
法

人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同

項
前

段
の

承
認

を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な

い
。
 

２
４
 
（
略
）
 

２
４
 
（
略
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
の
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳

の
閲
覧
の
手

数
料
）
 

第
７
３
条
の
２
 
法
第
３
８
２
条
の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
同
条
第

１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
閲
覧
（
法
第

３
８
２
条
の
４
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
住
所
に
代
わ
る
事
項
の
記
載

を
し
た
も
の
の
閲
覧
を
含
む
。
）
の
手
数
料
は
、
江
差
町
手
数
料
条
例
（
平
成
１

６
年
江
差
町
条
例
第
６
号
。
「
以
下
手
数
料
条
例
」
と
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

よ
る
。
た
だ
し
、
法
第
４
１
６
条
第
３
項
又
は
第
４
１
９
条
第
８
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
し
た
期
間
に
お
い
て
納
税
義
務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

第
７
３
条
の
２
 

法
第
３
８
２
条
の
２
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
閲
覧
の
手
数

料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
江
差
町
手
数
料
徴
収
条
例
（
平

成
１
２
年
江
差
町
条
例
第
１

６
号
。

「
以
下
手
数
料
徴
収
条
例
」

と
い

う
。

）
に

よ
る
。
た
だ
し
、
法
第
４
１

６
条
第

３
項
又
は
第
４
１
９
条
第
８

項
の

規
定

に
よ

り
公
示
し
た
期
間
に
お
い
て

納
税
義

務
者
の
閲
覧
に
供
す
る
場
合

に
あ

つ
て

は
、
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

手
数
料
を
徴
し
な
い
。
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料
）
 

（
固
定
資
産
課
税
台
帳

に
記
載
さ
れ

て
い
る

事
項
の

証
明
書
の
交

付
手
数
料

）
 

第
７
３
条
の
３
 
法
第
３
８
２
条
の
３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
も
の

を
含
む
。
）
の
交
付
（
法
第
３
８
２
条
の
４
に
規
定
す
る
当
該
証
明
書
に
住
所
に

代
わ
る
事
項
の
記
載
を
し
た
も
の
の
交
付
を
含
む
。
）
の
手
数
料
は
、
手
数
料
条

例
 
 
 
 
に
よ
る
。
 

第
７
３
条
の
３
 
法
第
３
８

２
条
の

３
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課

税
台

帳
に

記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
交
付
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
手
数
料
は
、
手
数
料
徴

収
条
例
に
よ
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
個
人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

（
個
人
の
町
民
税
の
住

宅
借
入
金
等

特
別
税

額
控
除

）
 

第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
度
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成
２
１
年
か
ら
令
和
７

年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び
第
３
４
条
の
６

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度

か
ら
令
和
１
５
年

度
ま
で
の

各
年
度
分

の
個
人

の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税

義
務
者
が
前
年
度
分
の
所
得

税
に

つ
き

租
税

特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は

第
４
１

条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用

を
受

け
た

場
合

（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か

ら
平
成

１
８
年
ま
で
又
は
平
成
２
１

年
か

ら
令

和
３

年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合

に
限
る

。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１

項
の

規
定

の
適

用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法

附
則
第

５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同

条
第

７
項

の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
と

こ
ろ

に
よ

り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該

納
税
義

務
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び

第
３

４
条

の
６

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第

２
項
第
１
号

等
の
条

例
で
定

め
る
割
合
）

 

第
１
０
条
の
２
 
（
略
）
 

第
１
０
条
の
２
 
（
略
）
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
５
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
５
分
の

３
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第
２
条
第
５
項
に

規
定
す
る
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
法
附
則
第
１
５
条
第
１
５
項

に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
）
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
６
項
に

規
定
す
る
町
の
条

例
で
定
め

る
割
合
は

５
分
の

３
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法

（
平
成

１
４
年
法
律
第
２
２
号
）
第

２
条

第
５

項
に

規
定
す
る
特
定
都
市
再
生
緊

急
整
備

地
域
に
お
け
る
法
附
則
第
１

５
条

第
１

６
項

に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定

め
る
割

合
は
２
分
の
１
）
と
す
る
。

 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
２
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の

１
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
に

規
定
す
る
町
の
条

例
で
定
め

る
割
合
は

２
分
の

１
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第

１
号
に
規
定
す
る

町
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は

３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第

２
号
に
規
定
す
る

町
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
３
項
第
３
号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第

３
号
に
規
定
す
る

町
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

３
分
の
２
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第

１
号
に
規
定
す
る

町
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は

３
分
の
２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第

２
号
に
規
定
す
る

町
の
条
例

で
定
め
る

割
合
は

２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
１
号
イ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
１
号
ロ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
３
分
の
２
と
す
る
。
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
１
号
ハ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
１
号
ニ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
２
号
イ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
２
号
ロ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
２
号
ハ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
３
号
イ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
３
号
ロ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項

第
３
号
ハ
に
規
定

す
る
設
備

に
つ
い
て

同
号
に

規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め

る
割
合

は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項

に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定

め
る
割
合

は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
４
項

に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定

め
る
割
合

は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
４
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第

３
５
項

に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定

め
る

割
合

は
３
分
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

の
２
と
す
る
。
 

の
２
と
す
る
。
 

２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
２
項

に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定

め
る
割
合

は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
３
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分

の
１
と
す
る
。
 

２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
６
項

に
規
定
す
る
町
の

条
例
で
定

め
る
割
合

は
３
分

の
１
と
す
る
。
 

２
５
・
２
６
 
（
略
）
 

２
５
・
２
６
 
（
略
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す

る
固
定
資
産

税
の
減

額
の
規

定
の
適
用
を

受
け
よ
う

と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

第
１
０
条
の
３
 
（
略
）
 

第
１
０
条
の
３
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
１
０

項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了

し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則

附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項

の
熱
損
失
防
止
改

修
住
宅
 
 
又
は
同
条

第
１
０

項
の
熱
損
失
防
止
改
修
専
有
部
分
 
 
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了

し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
に

施
行

規
則

附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に

掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（

略
）
 

（
４
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
年
月
日
 

（
４
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了
し
た
年
月
日
 

（
５
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

（
５
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

（
６
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に

（
６
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
理
由
 

申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
３

月
以
内
に
提
出

す
る
こ
と
が

で
き
な
か

つ

た
理
由
 

１
０
 
（
略
）
 

１
０
 
（
略
）
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等

住
宅
又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
１
５
条

の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
１

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２

第
４
項
に
規
定
す

る
特
定
熱

損
失
防
止

改
修
住

宅
又
は
 
 
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
 
 
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の

適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法

附
則

第
１

５
条

の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則

第
７

条
第

１
１

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（

略
）
 

（
４
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
年
月
日
 

（
４
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了
し
た
年
月
日
 

（
５
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

（
５
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第
３

１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
 

（
６
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に

申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
理
由
 

（
６
）
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
 
 
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に

申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、

３
月
以
内
に
提

出
す
る
こ

と
が
で
き

な
か
つ

た
理
由
 

１
２
・
１
３
 
（
略
）
 

１
２
・
１
３
 
（
略
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課

す
る
令
和
３

年
度
か

ら
令
和

５
年
度
ま
で

の
各
年
度

分
の

固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

第
１
２
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当

第
１
２
条
 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年

度
か
ら
令
和

５
年
度
ま
で

の
各
年
度

分
の

固

定
資
産
税
の
額
は
、
当
該
宅

地
等
に
係

る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３

４
９
条
の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格

に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
１

０
０
分
の
５
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、

１
０
０
分
の
２
．
５
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅

地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
附
則
第

１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等

に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

該
宅
地
等
の
当
該
年
度

分
の
固
定
資

産
税
に

係
る
前

年
度
分
の
固

定
資
産
税

の
課

税
標
準
額
に
、
当
該
宅

地
等
に
係
る

当
該
年

度
分
の

固
定
資
産
税

の
課
税
標

準
と

な
る
べ
き
価
格
（
当
該

宅
地
等
が
当

該
年
度

分
の
固

定
資
産
税
に

つ
い
て
法

第
３

４
９
条
の
３
の
２
の
規

定
の
適
用
を

受
け
る

宅
地
等

で
あ
る
と
き

は
、
当
該

価
格

に
同
条
に
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た

額
。
以

下
こ
の

条
に
お
い
て

同
じ
。
）

に
１

０
０
分
の
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前

年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

額
）

（
当

該
宅

地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税

に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の

３
又

は
附

則
第

１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３

ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地

等
で

あ
る

と
き

は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当

該
宅

地
等

に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額

と
し

た
場

合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以

下
「
宅

地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」

と
い

う
。

）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅

地
等
調

整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。

 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る

配
当
所
得
等

に
係
る

町
民
税

の
課
税
の
特

例
）
 

第
１
６
条
の
３
 
（
略
）
 

第
１
６
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
部
分
は
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、

租
税
特

別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２

項
に

規
定

す
る
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（

以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
上
場

株
式

等
の

配
当

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配

当
所
得

に
係
る
部
分
は
、
町
民
税
の

所
得

割
の

納
税

義
務
者
が
当
該
特
定
上
場
株

式
等
の

配
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ

き
年

の
翌

年
の
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

所
得
に
つ
き
同
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
受
け
た
場
合
に
限
り
適
用
す
る
。
 

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分

の
町
民

税
に
つ
い
て
特
定
上
場
株
式

等
の

配
当

等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
き
前
項

の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

旨
の

記
載

の
あ

る
第
３
３
条
第
４
項
に
規
定

す
る
特

定
配
当
等
申
告
書
を
提
出
し

た
場

合
（

次
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

限
り
適

用
す
る
も
の
と
し
、
町
民
税

の
所

得
割

の
納

税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払

を
受
け

る
べ
き
特
定
上
場
株
式
等
の

配
当

等
に

係
る

配
当
所
得
に
つ
い
て
同
条
第

１
項
及

び
第
２
項
並
び
に
第
３
４
条

の
３

の
規

定
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
納

税
義
務

者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け

る
べ

き
他

の
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に

係
る
配

当
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
の

規
定

は
、

適
用

し
な
い
。
 

（
１
）
 
第
３
３
条
第
４
項

た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
 

（
２
）
 
第
３
３
条
第
４
項

第
１
号

に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
同
項

第
２

号
に

掲
げ

る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ

た
場
合
に
お
け

る
こ
れ
ら

の
申
告
書

に
記
載

さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
て
、
前
項

の
規
定
を

適
用
し
な

い
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
町
長
が
認
め
る

と
き
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成

等
の
た
め
に

土
地
等

を
譲
渡

し
た
場
合
の

長
期
譲
渡

所
得

に
係
る
町
民
税
の
課
税

の
特
例
）
 

第
１
７
条
の
２
 
（
略
）
 

第
１
７
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
３

３
 
第
１
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。
）
の
場

合
に
お
い

て
、

所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ

の
有
す
る

土
地
等
に
つ

き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
３
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

３
条
か
ら
第
３
３
条
の
４
ま
で
、
第
３
４
条
か
ら
第
３
５
条
の
３
ま
で
、
第
３
６

条
の
２
、
第
３
６
条
の
５
、
第
３
７
条
、
第
３
７
条
の
４
か
ら
第
３
７
条
の
６
ま

で
又
は
第
３
７
条
の
８
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当

該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は

前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も

の
と
み
な
す
。
 

３
条
か
ら
第
３
３
条
の

４
ま
で
、
第

３
４
条

か
ら
第

３
５
条
の
３

ま
で
、
第

３
６

条
の
２
、
第
３
６
条
の

５
、
第
３
７

条
、
第

３
７
条

の
４
か
ら
第

３
７
条
の

６
ま

で
、
第
３
７
条
の
８
又

は
第
３
７
条

の
９
の

規
定
の

適
用
を
受
け

る
と
き
は

、
当

該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
１

項
に
規

定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た

め
の

譲
渡

又
は

前
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良

住
宅
地

等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に

該
当

し
な

い
も

の
と
み
な
す
。
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及

び
特
例
適
用

配
当
等

に
係
る

個
人
の
町
民

税
の
課
税

の
特

例
）
 

第
２
０
条
の
２
 
（
略
）
 

第
２
０
条
の
２
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
分
の
所
得

税
に
係
る
第
３
６
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
前
項
後
段
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、

特
例
適

用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生

じ
た

年
の

翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分

の
特
例

適
用
配
当
等
申
告
書
（
町
民

税
の

納
税

通
知

書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ

れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

前
項
後

段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と

す
る

旨
の

記
載
が
あ
る
と
き
（
特
例
適

用
配
当

等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な

い
こ

と
に

つ
い

て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町

長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。

）
に

限
り

、
適

用
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
号

に
掲
げ

る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲

げ
る

申
告

書
が

い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け

る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載

さ
れ

た
事

項
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

同
項
後

段
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
第
３
６
条
の
２
第

１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
２
）
 
第
３
６
条
の
３
第

１
項
に

規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同

項
の

規
定

に
よ

り
前
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ

る
場
合
に

お
け
る

当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及

び
条
約
適
用

配
当
等

に
係
る

個
人
の
町
民

税
の
課
税

の
特

例
）
 

第
２
０
条
の
３
 
（
略
）
 

第
２
０
条
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
分
の
所
得

税
に
係
る
第
３
６
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
前
項
後
段
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、

条
約
適

用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生

じ
た

年
の

翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分

の
条
約

適
用
配
当
等
申
告
書
（
町
民

税
の

納
税

通
知

書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ

れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

前
項
後

段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と

す
る

旨
の

記
載
が
あ
る
と
き
（
条
約
適

用
配
当

等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な

い
こ

と
に

つ
い

て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町

長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。

）
に

限
り

、
適

用
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
号

に
掲
げ

る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲

げ
る

申
告

書
が

い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け

る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載

さ
れ

た
事

項
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

同
項
後

段
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
第
３
６
条
の
２
第

１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
 

（
２
）
 
第
３
６
条
の
３
第

１
項
に

規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同

項
の

規
定

に
よ

り
前
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ

る
場
合
に

お
け
る
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

当
該
確
定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
（
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
３
４
条

の
９
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中
「
又
は
同
条
第
６
項
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
附
則
第
２
０
条
の
３
第
３
項
前
段
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
（
以
下
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
分
の

所
得
税
に
係
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
に
こ

の
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
当
該
条
約
適
用
配

当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ
つ
て
、
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る

所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
条
約
適
用
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
租
税
条

約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
４
６
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い

う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
及
び
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定

に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
３
３
条
第
６
項
」
と
、
同
条
第
３

項
中
「
法
第
３
７
条
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
７
条
の
４
」
と

す
る
。
 

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３

条
の
２
の
２
第
１

項
の
規
定

の
適
用
が

あ
る
場

合
（
第
３
項
後
段
の
規

定
の
適
用
が

あ
る
場

合
を
除

く
。
）
に
お

け
る
第
３

４
条

の
９
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、

同
条
第

１
項
中

「
又
は
同
条

第
６
項
」

と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
附

則
第
２
０
条

の
３
第

３
項
前

段
に
規
定
す

る
条
約
適

用
配

当
等
（
以
下
「
条
約
適

用
配
当
等
」

と
い
う

。
）
に

係
る
所
得
が

生
じ
た
年

の
翌

年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年

度
分
の

同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
条

約
適

用
配

当
等

申
告
書
に
こ
の
項
の
規
定
の

適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
当

該
条

約
適

用
配

当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に

関
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（

条
約

適
用

配
当

等
申
告
書
に
こ
れ
ら
の
記
載

が
な
い

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
理

由
が

あ
る

と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含

む
。
）

で
あ
つ
て
、
当
該
条
約
適
用

配
当

等
に

係
る

所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ

た
条
約
適
用
配
当
等
の
額
に

つ
い

て
租

税
条

約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

法
、
法

人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特

例
等

に
関

す
る

法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第

４
６
号

。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施

特
例

法
」

と
い

う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

１
項
の

規
定
及
び
法
第
２
章
第
１
節

第
５

款
の

規
定

に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ

た
と
き

、
又
は
第
３
３
条
第
６
項
」

と
、

同
条

第
３

項
中
「
法
第
３
７
条
の
４
」

と
あ
る

の
は
「
租
税
条
約
等
実
施
特

例
法

第
３

条
の

２
の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ

り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３

７
条

の
４

」
と

す
る
。
 

（
削
除
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
等
に

係
る
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特

例
）
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江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

第
２
６
条
 
所
得
割
の
納
税

義
務
者

が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
６
条

第
４
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場

合
に

お
け

る
附

則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項

の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「

令
和

１
５

年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令

和
１
６

年
度
」
と
す
る
。
 

２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
前
年

分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症
特
例
法
第
６
条
の
２
第

１
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

に
お

け
る

附
則

第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の

規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
令

和
１

５
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
１

７
年
度

」
と
、
「
令
和
３
年
」
と
あ

る
の

は
「

令
和

４
年
」
と
す
る
。
 

別
表
（
第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
関
係
）
 

別
表
（
第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号

関
係
）
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
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【
別
記
1
】
 

 

改
正
後
 

寄
付
金
の
区
分
 

控
除
対
象
寄
付
金
 

第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
付
金
 

社
会
福
祉
法
人
 
あ
す
な
ろ

福
祉
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
恵
愛
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
ひ
の
き
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
江
差
町
社

会
福
祉

協
議
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
雄
心
会
 

 

改
正
前
 

寄
付
金
の
区
分
 

控
除
対
象
寄
付
金
 

第
３
４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
付
金
 

社
会
福
祉
法
人
 
江
差
福
祉
会
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
恵
愛
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
ひ
の
き
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
江
差
町
社

会
福
祉

協
議
会
 

社
会
福
祉
法
人
 
雄
心
会
 

   

- 20 -



江
差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
３
年
条
例
第
７
号
）
新
旧
対
照
表
 
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】
 

改
正
後
 

改
正

前
 

第
１
条
 
江
差
町
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

（
中
略
）
 

第
３
６
条
の
３
の
３
第
１
項
中
「
扶
養
親
族
（
」
の
次
に
「
年
齢
１
６
歳
未
満
の
者

又
は
」
を
加
え
、
「
有
し
な
い
者
を
除
く
」
を
「
有
す
る
者
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条

第
４
項
中
「
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
６
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署

長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
」
に
改
め
る
。
 

（
後
略
）
 

 

附
 
則
 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
新
条
例
第
２
４
条
第
２
項
、
第
３
２
条
第
１
号
及
び
第
３
６
条
の
３
の
３
第
１
項

並
び
に
附
則
第
５
条
第
１
項
の
規
定
は
、
令
和
６
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個

人
の
町

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
５
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税

に
つ
い
て

は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第
１
条
 
江
差
町

税
条
例
の
一

部
を
次

の
よ
う
に

改
正
す
る

。
 

 

（
中
略

）
 

第
３

６
条
の
３
の
３
第

１
項
中
「
控
除

対
象
扶
養
親
族

を
除
く
」
を
「

年
齢
１
６
歳

未
満
の
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
に
限
る
」
に
改

め
、
同
条

第
４
項
中
「
所
得
税
法
第
２
０
３

条
の
６
第
６
項
に

規
定
す
る
納

税
地
の
所

轄
税

務
署

長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
令

第
４
８
条
の
９

の
７
の
３
に

お
い
て
準

用
す

る
令

第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
」
に

改
め
る
。
 

（
後
略
）
 

 

附
 
則
 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
新
条
例
の
規
定
中
個
人
の
町
民
税
に
関
す
る
部

分
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
は
、
令
和

６
年
度
以

後
の
年
度

分
の

個
人
の

町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
５

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民

税
に

つ
い

て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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